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岬町に新たな「道の駅」が誕生！ 
～道の駅｢みさき｣へ登録証の伝達式を行います～ 

 

  
 

 

 

 

 

 

概    要 
 
 
 
 
 
 

 
【基本コンセプト】 

『みさきの丘の灯台』 

人や車、まちを「見・守り」「導き」「元気にする」 

地域活性化拠点の形成 
 
○道の駅｢みさき｣が平成２８年１０月７日に、大阪府９番
目（岬町内で２番目）の道の駅として登録されました。 
 
○このたび、道の駅｢みさき｣の設置者である岬町へ｢道の
駅｣の登録証伝達式を下記の通り行います。 

 
日 時：平成２８年１１月１日（火）１６時～ 

場 所：岬町役場町長室 

（大阪府泉南郡岬町深日２０００－１） 
 

   ※道の駅｢みさき｣ 

      路線名 国道２６号 

      所在地 大阪府泉南郡岬町淡輪５６５４番地の３ 

      設置者 岬町 

  
 

取  扱  い 
 

 

  
 

 
配 布 場 所 

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

大阪府政記者会、 

和歌山市政記者クラブ、和歌山県地方新聞協会、 

和歌山県政放送記者クラブ 

  
 

 

 

問 合 せ 先 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 

  副所長   河野
こ う の

 純一
じゅんいち

 

調査課長  大西
おおにし

 健一
けんいち

 

            TEL 072-833-0261(代表)  

岬町 都市整備部  

     産業観光課長 吉田
よ し だ

 一誠
かずせい

 

            TEL 072-492-2730 

岬 町 



 
岬町に新たな「道の駅」が誕生！ 

～道の駅｢みさき｣へ登録証の伝達式を行います～ 

【基本コンセプト】 
『みさきの丘の灯台』 

人や車、まちを「見・守り」「導き」「元気にする」地域活性化拠点の 

形成 

 

○道の駅｢みさき｣が平成２８年１０月７日に、大阪府９番目 

（岬町内で２番目）の道の駅として登録されました。 

 

○このたび、道の駅｢みさき｣の設置者である岬町へ｢道の駅｣の 

登録証伝達式を下記の通り行います。 

記 
 
＜登録伝達式＞ 

日 時：平成２８年１１月１日（火） １６時～ 

場 所：岬町役場町長室 

（大阪府泉南郡岬町深日２０００－１） 

 

＜報道関係者の皆様へ＞ 

   ｢登録証伝達式｣への取材を希望される方は、事前に次の問い合わせ 

先までご連絡をお願い致します。 

  （取材に関する問い合わせ先） 
岬町 都市整備部 産業観光課 

産業観光課長   吉田
よ し だ

 一誠
かずせい

 
            TEL 072-492-2730 
 

（道の駅登録制度等に関する問い合わせ先） 
国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 

  副所長   河野
こ う の

 純一
じゅんいち

 
調査課長  大西

おおにし

 健一
けんいち

 
            TEL 072-833-0261(代表)  
 

＜参考＞ 

  
道の駅｢みさき｣ 

   路  線  名： 国道２６号 
   所  在  地： 大阪府泉南郡岬町淡輪５６５４番地の３ 
   設  置  者： 岬町 
   供 用 予 定 ： 平成２９年春（予定） 
 

 



情報提供施設

駐車場

公衆トイレ

道の駅「 みさき 」
◆路 線 名：一般国道２６号

◆所 在 地：

◆面積および施設等

・面積：約１１，０００㎡

・施設：駐車場８０台、トイレ１９器、情報・休憩コーナー、地域振興施設、特産品

直売所、交流広場情報提供施設、EV充電器１台

・整備手法：一体型

◆オープン予定：Ｈ２８年度

◆特徴

・海水浴場や多くの観光・レジャー施設と連携した地域の活性化を図る地域振興施設

・国道の沿道で、海等を臨む眺望にドライバーや地域住民の交流と憩いになる施設

・災害時に一時避難所としての活用可能な機能を有する施設

平面図

位置図

おおさかふ せんなんぐん みさきちょう たんのわ

大阪府 泉南郡 岬町 淡輪５６５４番地の３

位置図

イメージパース
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□道の駅区域

当該箇所
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地域振興施設
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和歌山県

兵庫県

大阪府 奈良県

京都府

地場特産品等販売、飲食提
供施設（フードコート）、観光
交流センター


